
【事業所協議会ニュース「ほっとすぺ～す」】No.116（毎月発行） 

 

 

 

 

  事業所協議会ニュース「ほっとすぺ～す」●No.116（2020 年 5 月）  １ 

全国手をつなぐ育成会連合会 事業所協議会 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フレンズの皆さん】 
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2020・５ 

◆ヒルトゥネン 久美子 さんよりお便りがありました 

◆全国連合会より 障害のある人への対応事例集を出しました 

全国の事業所から 

（株）フレンズカンパニー 

 フレンズ 

≪鳥取県 東伯郡 北栄町≫ 
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ヒルトゥネン 久美子 さんよりお便りがありました 
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全国連合会より 

新型コロナウイルス感染症に対する障害のある人への 

対応事例集を出しました 
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全国の事業所から 

フレンズ（鳥取県 東伯郡 北栄町） 
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）全国手をつなぐ育成会連合会では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い外

出や集合型イベント等が自粛されがちな状況を踏まえ、自宅にいても全国の仲間と「つな

がり」を感じられるようなコンテンツをユーチューブ、ホームページ、フェイスブックな

どで発信する「みんなの笑顔を増やすプロジェクト（新型コロナでもつながろう！）」をス

タートすることとなりました。 

そこで、知的障害のある人ご自身や、ご家族、支援者などと一緒に撮影した「笑顔」の

写真や動画、知的障害のある人が制作した独創な絵画・造形物の写真等を募集します。 

◆募集するもの 

１．知的障害のある人ご自身や、ご家族、支援者等と一緒に撮影した笑顔の写真や絵画 

２．知的障害のある人が政策した独創的な絵画・造形物の写真 

◆注意事項 

写真：デジタルカメラかスマートフォンで撮影したもの 

動画：スマートフォンで撮影したもので１５秒以内 

◆応募方法 

電子メール（egao@zen-iku.jp）に添付のこと。 

お一人何点でも応募可ですが、１回のメールで添付する写真（動画）は２点まで。 

◆問い合わせ先 

 （一社）全国手をつなぐ育成会連合会 東京事務所 電話：０３－５３５８－９２７４ 

 
全国連合会では広報用写真（動画）の募集をしています 

 

mailto:egao@zen-iku.jp
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昨年１１月に全国事業所協議会で北欧視察研修（スウェーデン・フィンランド）を

実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その時にフィンランドで通訳兼コーディネーターをお願いした、ヒルトゥネン久美

子さんより状況報告が届きました。 

また、ご自身のウェブマガジンのご紹介もいただきましたので、皆さまも一度ご覧

になってください。 

       （全国手をつなぐ育成会連合会 事業所協議会 運営委員長 松﨑 伸一） 

 

 

 

 

遠く離れたフィンランドですが、同じように新型コロナウイルスと戦っています。

世界中の人々と早くコロナ後の世界を迎えたいと思います。 

皆様、ご無沙汰してしまっております。コロナの件は長期戦になりそうですね。 

フィンランドは他のヨーロッパと同じく、少しずつ規制緩和をスタートしようとし

ています。明日、１４日から保育園と小中学校は通学が再開されます。とは言いまし

ても人数制限や接触の可能性を最小限にする工夫などが必要で、現場はなかなか大変

なことだと想像いたします。 

ヒルトゥネン 久美子 さんより 
お便りがありました 

 

NEW  NORMAL な環境 

ヒルトゥネン 久美子 

 
【フィンランド訪問時の様子、ヒルトゥネン 久美子 さん（最下段）】 
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レストラン、カフェ、美術館などの文化施設も６月１日からオープンしますが、こ

こでもまたＮＥＷ ＮＯＲＭＡＬ な環境に慣れていく必要があります。 

フィンランド人は想像以上に決まりを遵守したために感染ピークがなかなかやっ

てこず、医療破壊の心配がないのは良いことですが、おそらく緩やかなピークが今度

数回やってくるという予測で年末までコロナを意識した生活は続きそうです。 

今後、経済的な打撃から企業を救う支援をどこまで行うことができるのかが大きな

焦点となりそうです。遠隔授業や様々な支援施設の閉鎖などで弱者の居場所がなくな

ることで、これからは支援ニーズがますます深刻になってくるという予測もあります。

病院も治療や手術を後回しにしてきたことで重症化してしまった患者さんも出てく

るのではないでしょうか？ 

謎が多いコロナ対応へ最善を準備することで全てがストップしてしまったことは

正しい選択ではあったと思いますが、大きな痛みと忍耐を伴うものとなってしまいま

した。 

明日（５月１４日）からの学校再開、そして６月から色々と行動範囲が広がるにつ

れてリスクも増えながら私たちはコロナとの共存を体験していくのだと思います。こ

れまで以上に変化に敏感に臨機応変な対応が必要となりそうです。 

協議会のニュースレターをありがとうございます。読ませていただきます。 

私もウェブマガジンへの第２弾の投稿、「３４歳の若き首相を生んだフィンランド

が教えてくれた“信頼する”ということ ～コロナの時に国をまとめる若きリーダー

～」を多くの方々にお読みいただきました。 

よろしければご覧ください。 

https://www.designstoriesinc.com/panorama/kumiko_hiltnen9/ 

ご健康が守られますようお祈りしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通訳、プロジェクト・コーディネーター。 

ＫＨ ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＯＹ 代

表。 

教育と福祉を中心に日本・フィンランド間の交流、

研究プロジェクトを多数担当。 

フィンランドに暮らしていると兎に角、色々考え

させられます。 

現在の関心事は ＭＹ ＴＹＰＥ ＯＦ ＬＩＦＥ 

をどう生きるか、そしてどう人生を終えたいか。 

この事を日本の皆さんと楽しく、真面目に、一緒

に考えていきたいです。 

ヒルトゥネン 久美子 

 

https://www.designstoriesinc.com/panorama/kumiko_hiltnen9/
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（一社）全国手をつなぐ育成会連合会では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴

い拡大防止が求められる中で、全国から日常生活におけるさまざまな工夫を集めた事

例集『みんなの笑顔を増やすプロジェクト（新型コロナでもつながろう！）～ 全国

の工夫を集めてみました ～』を出しています。 

知的障害・発達障害のある人にとって、マスクの着用や手洗いの徹底、可能な限り

の外出制限などが重要となっていますが、急な予定の変更や、今までにない生活習慣

などを求められることもあり、ストレスを感じやすい環境になっています。 

ちょっとしたポイントのずれや、良かれと思って対応したことが状態の悪化を招く

ことから、各家庭で取り組まれたできる範囲で工夫している対応が取り上げられてい

ます。事業所でも参考になることがあるかと思いますので、ご覧になってください。 

なお、全国手をつなぐ育成会連合会のホームページやフェイスブックでも公開され

ていますので、制限の多い生活の中で少しでもみなさまの参考になれば幸いです。 

     全国手をつなぐ育成会連合会ＨＰ：http://zen-iku.jp/info/release/3802.html 

 この件に関するお問い合わせは、（一社）全国手をつなぐ育成会連合会 東京事務

所（電話：０３－５３５８－９２７４）まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に対する 
障害のある人への対応事例集を出しました 

 

 

http://zen-iku.jp/info/release/3802.html
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  フレンズ〔株式会社フレンズカンパニー〕 

（鳥取県 東伯郡 北栄町） 

フレンズは日本海に面した農業の町、

鳥取県北栄町にあります。 

近年は、「まんが王国とっとり」の地

として、『名探偵コナン』の原作者とし

て知られる青山剛昌の資料館である「青

山剛昌ふるさと館」をメインに、国内外

より観光客がお越しになり大変盛り上

がっています。 

２００２年（平成１４年）に養護学校を卒業する子どもたちの就労の場、小規模

作業所としてスタートしました。２０１１年（平成２３年）４月に、株式会社で就

労継続支援Ａ型事業所として再スタートして今年で９年目になります。地域の中で

人とつながり「共に生き働く」を事業の理念に、ずっと変わることなく活動してい

ます。 

私たちの仕事としては、大きく次の４つがあります。 

① 手焼きせんべいの製造・販売（当事業所の主力） 

② 公共施設の清掃 

③ シール貼り・ＤＭ封入 

④ 県内外の障がい者施設の商品を仕入販売  

まず、主力の仕事としては、先代より受

け継いだ風味豊かな昔ながらの「味」と

「技」を守ることを約束した「手焼きせ

んべい」の製造をしています。 

１９５１年（昭和２６年）創業で６０年

間続いていた倉吉の手焼きせんべいの老

舗「スケロク製菓」さんが廃業されるの

を機に、２００８年（平成２０年）に修

行の後、営業譲渡していただきました。 

２０１０年（平成２２年）には工場が完成。新事業体系に移行するため、フレン

ズの現状打破と自らが切り開いた人生の転機をチャンスに！挑戦！ 

フレンズには手回しの手動せんべい焼き機と半自動機の２台があります。そば風

味、味噌風味、プレーン、生姜味のせんべいの他にカステラも焼いています。 

 

 

 
【手焼きせんべい】 

 
【事業所外観】 
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鳥取県中部には、昔から「寿せんべい」という風習があります。これは花嫁が嫁

入り当日に嫁ぎ先に持参し、新郎宅や近所の方に両家のお名前やメッセージを焼印

したせんべいを振る舞うといったものです。現在でも披露宴でのご利用があります。 

これを応用して、学校行事の記念品・観光商品・お寺などお客様のオリジナル商

品も受けています。好評を得ており、お客様オリジナルの焼印は１５０本以上にな

りました。 

また、レトロな機械でせんべいを焼く体験は、子どもから公民館活動など年間を

通してお受けしています。 

２つ目は公共体育施設の清掃になり、夏の暑さや冬の寒さに負けない強い精神力

とやる気で仕事をしています。 

３つ目は軽作業になり、丁寧な仕事と納期厳守でしています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

４つ目は県内外の障がい者施設の商品を仕入れ、県内スーパーや道の駅、観光土

産店などで販売しています。 

現在、４つの事業所の商品(クッキー、かりんとう、せんべいなど)を扱っており、

県内のスーパー１６店舗の「ハートフルコーナー」に納品しています。 

また、これらの商品の企画販売として、オリジナルチラシを作り、地域の学校や

関係機関、行政等に配布しご注文いただいた商品をお届けしています。 

フレンズでは、年に１度の旅行を希望者で毎月貯金をして、観光地をはじめ温泉

やアウトレットでの買い物等も楽しんでいます。 

ホームページもありますのでご覧ください。⇒ https://www.friends-c.com 

（株式会社 フレンズカンパニー フレンズ 管理者 中井 恭子） 

 
【体育施設の清掃】 

 
【袋入れの作業】 

 
【せんべいを焼いている様子】 

 
【せんべいの梱包作業】 

https://www.friends-c.com/
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静岡県では、新型コロナウイルス感染拡大防止の為に在宅支援を実施する事業者は

３月より出始め、現在では、利用者数の差異はあれど多くの事業者で実施されていま

す。 

我々の立場から考えると、送迎等実績系加算を除き、その他の体制加算は欠如が発

生しても保証される非常に有難い内容です。それだけに、受給者である利用者へは丁

寧な説明と同意が必要なことは皆さまもご承知おきの通りです。 

翻って利用者の立場に立つと、大きくサービス内容が低下したにもかかわらず、従

来通りのサービス利用料を支払うことになります。このことは、特に自己負担がある

方にとって納得できることなのかと自問してしまいました。 

気になって障害者の自己負担について国から通知等出

てないかと調べてみましたが、見つけることは出来ませ

んでした。（もし、何かご存知の方は教えていただければ

幸いです）障害児や医療・介護についてはいくつかあり、

市町村等から当事者向けの通知が出ています。 

予算面など障害者福祉は他と少々違うということは認

識していましたが、こういった面に差異があるのかと何

とも言えない気持ちになりました。 

（東海・北陸ブロック 遠藤 洋輔） 
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全国手をつなぐ育成会連合会チャンネル 

 

 

 
 

利用料 

https://www.youtube.com/channel/UC5ku3sanVaM1u6hM4MLCKVA/featured
https://www.youtube.com/channel/UC5ku3sanVaM1u6hM4MLCKVA/featured

